
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
に
関
す
る
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土

　

地
の
指
定 

（
農
村
整
備
課
）　

　

一

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
二
件
） 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

五

 
病

院

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

九

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

一
〇

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ａ
ｚ
ｕ
ｍ
ａ－

ｒ
ｅ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

千
葉　

和
義

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

栗
原
市
金
成
台
畑
六
十
番
地
二

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

地
縁
組
織
、
商
店
街
組
合
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
、
な
ど
幅
ひ
ろ
い
社
会
貢
献
活
動
の
サ
ポ
ー
ト
・
中
間
支
援
を

行
い
、
住
民
ひ
と
り
一
人
が
担
い
手
と
な
り
、
自
発
的
に
地
域
課
題
を
解
決
す
る

「
自
立
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
創
り
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
各
公
的
施
設
や
付

随
す
る
関
連
施
設
の
指
定
管
理
業
務
を
活
用
し
、
市
民
・
行
政
・
各
種
社
会
貢
献

活
動
団
体
の
パ
イ
プ
的
役
割
を
担
い
「
市
民
協
働
」「
市
民
参
画
」
の
推
進
を
行

う
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

い
き
い
き
福
祉
倶
楽
部

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　
�
橋　
　

博

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
水
の
森
二
丁
目
十
六
番
十
八
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
介
護
、
援
助
が
必
要
な
高
齢
者
及
び
障
害
者

や
そ
の
家
族
、
そ
の
他
援
助
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、
住
民
参
加
と
相
互

扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
事
業
等
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
々
が
健
康
で

文
化
的
な
暮
ら
し
が
で
き
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
社
会
全
体
の
福
祉
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
沖
富
地
区
に
つ
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、

次
の
従
前
の
土
地
を
、
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
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市
町
村
名

栗
原
市

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

大
字

築
館

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

字

黒
瀬
黒
瀬
向

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

地　

番

三一
〇

二
一

三
四

三
八

四
四

四
五

四
八

五
二

五
三

五
四

五
五

六
三

六
四

七
一

七
二

七
五

七
六

七
七

地
目田同同同同同同同同同同同同同同同同同同

用
途田同同同同同同同同同同同同同同同同同同

地
積�六

七
一

五
〇
二

一
、
〇
二
六

一
、
〇
一
九

一
、
〇
六
五

九
七
九

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
三
九

一
、
〇
四
五

一
、
〇
三
八

一
、
〇
三
三

一
、
〇
一
七

一
、
〇
三
六

一
、
〇
三
八

一
、
〇
五
〇

一
、
〇
三
九

一
、
〇
二
四

一
、
〇
二
〇

一
、
〇
三
六

特
に
減
ず
る

地
積�
　
　

一
一
二

一
六
九

九
五
〇

八
六
八

九
七
四

七
四
一

五
一
七

六
八
四

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

七
三
三

一
、
〇
〇
〇

七
〇
二

一
、
〇
一
〇

一
、
〇
一
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

七
八

八
四

八
八

九
二

九
三

一
〇
〇

一
〇
一

一
〇
二

一
〇
三

一
〇
八

一
一
五

一
二
六

一
二
七

一
三
〇

一
四
一

一
四
四

一
四
七

一
四
八

一
五
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
三
七

一
、
〇
四
三

一
、
〇
一
八

一
、
〇
三
七

一
、
〇
四
〇

一
、
〇
三
二

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
二
九

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
二
六

六
六
一

一
、
〇
二
二

一
、
〇
二
八

一
、
〇
三
一

九
一
四

一
、
〇
三
九

一
、
〇
三
五

一
、
〇
三
四

一
、
〇
三
二

三
四
七

五
七
二

一
、
〇
一
〇

一
、
〇
〇
〇

七
三
五

七
五
八

一
、
〇
二
五

一
、
〇
二
五

一
、
〇
二
二

五
五
三

六
三
三

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

九
四
一

四
七
一

五
九
七

一
、
〇
〇
〇

六
九
一

一
、
〇
〇
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

二
九

三
二

三
三

三
五

三
七

四
〇

四
一

四
六

六
二

六
四

六
五

六
七

六
八

八
二

八
四

九
〇

九
一

九
二

九
三

九
六

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
一
六

一
、
〇
三
九

一
、
〇
三
一

一
、
〇
二
一

八
六
七

一
、
〇
二
七

一
、
〇
三
六

一
、
〇
三
八

一
、
〇
三
一

一
、
〇
二
六

一
、
〇
二
八

一
、
〇
三
一

一
、
〇
二
〇

一
、
〇
二
三

一
、
〇
一
四

一
、
〇
二
八

一
、
〇
二
三

一
、
〇
二
一

一
、
〇
三
三

一
、
〇
三
一

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

八
三
二

五
七
八

一
、
〇
〇
〇

七
八
三

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

九
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

五
三
八

一
、
〇
〇
〇

六
八
二

同

同

同

一
五
一

同

同

一
、
〇
三
三

一
、
〇
〇
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同富
荒
瀬
沖

同同同同同同同同同同

一
五
二

一
五
七

一
五
八

一
五
九

一
六
一

一
六
二

一
六
三

一
六
八

一
七
三

九一
一

一
二

一
三

一
四

一
五

一
六

一
八

二
四

二
五

二
六

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
二
四

   
一
、
〇
三
一

一
、
〇
三
五

一
、
〇
三
四

一
、
〇
一
三

一
、
〇
四
〇

一
、
〇
三
二

一
、
〇
三
四

一
、
〇
三
四

六
四
一

一
、
〇
二
九

一
、
〇
三
七

一
、
〇
三
九

一
、
〇
二
四

一
、
〇
一
〇

九
五
四

一
、
〇
一
六

一
、
〇
一
四

一
、
〇
四
七

三
七
三

三
三
六

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

二
二
九

七
五
五

五
一
六

一
〇
七

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

六
七
一

三
三
七

八
一

一
、
〇
〇
〇

五
一
一

一
、
〇
〇
〇

二
五
九
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同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

九
七

一
〇
五

一
〇
八

一
一
一

一
一
二

一
一
七

一
一
八

一
一
九

一
三
四

一
三
五

一
四
一

一
四
二

一
四
三

一
四
四

一
四
七

一
五
〇

一
五
一

一
五
六

一
五
九

一
六
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
二
〇

一
、
〇
二
九

一
、
〇
三
一

一
、
〇
三
二

六
二
〇

一
、
〇
三
一

一
、
〇
三
一

一
、
〇
三
一

一
、
〇
二
八

一
、
〇
三
一

一
、
〇
四
〇

一
、
〇
二
六

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
四
四

一
、
〇
二
二

一
、
〇
四
三

五
一
四

一
、
〇
三
四

一
、
〇
三
三

一
、
〇
二
三

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
二
〇

二
七
五

三
四
二

一
、
〇
〇
〇

七
四
三

一
、
〇
〇
〇

六
九
九

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

六
〇
一

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

四
〇
〇

五
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

九
四
六

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
六
一

一
六
九

一
七
〇

一
八
八

一
九
三

一
九
六

二
〇
〇

二
〇
一

二
〇
五

二
〇
八

二
〇
九

二
一
四

二
一
五

二
一
六

二
三
六

二
三
七

二
三
九

二
四
〇

二
四
四

二
四
七

二
四
九

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
三
五

一
、
〇
三
五

一
、
〇
三
六

一
、
〇
三
四

一
、
〇
二
六

一
、
〇
三
四

一
、
〇
三
六

一
、
〇
三
一

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
二
七

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
三
五

一
、
〇
三
一

一
、
〇
二
九

一
、
〇
二
六

一
、
〇
二
四

九
二
五

一
、
〇
三
六

一
、
〇
三
一

一
、
〇
二
九

一
、
〇
三
三

五
七
七

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
九

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

四
八
二

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

八
二
三

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

四
七

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

五
一
四

一
、
〇
〇
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同富
沖
富

同同同同同同同同同

二
五
二

二
七
六

二
八
四

二
八
五

二
八
七

二
九
四

二
九
七

三
〇
四

三
〇
七

一
〇

一
一

一
三

一
八

二
一

二
二

四
九

六
八－

一

八
〇

八
一

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
二
九

一
、
〇
三
三

一
、
〇
三
二

一
、
〇
一
九

一
、
〇
二
九

一
、
〇
三
一

一
、
〇
二
八

一
、
〇
二
九

一
、
〇
一
九

九
七
四

一
、
〇
三
七

一
、
〇
三
六

一
、
〇
三
八

一
、
〇
四
〇

一
、
〇
四
〇

一
、
〇
二
九

九
一
二

一
、
〇
三
七

一
、
〇
三
一

七
三
五

一
、
〇
〇
五

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
一
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

四
五
八

二
一
三

四
二
四

八
六
九

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
三
五

一
、
〇
二
〇

九
九
二

一
五
二

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同富
根
岸
前

同同同同同同同同同同同同

八
二

八
三

八
四

一
一
四

一
一
五

一
四
四

一
五
六

一
八
二

一
八
八

二七八一
一

一
二

一
三

一
四

二
三

二
四

三
〇

三
六

四
〇

六
五

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
五
一

一
、
〇
二
三

一
、
〇
三
五

一
、
〇
〇
五

一
、
〇
三
四

一
、
〇
〇
七

一
、
〇
三
二

一
、
〇
一
七

一
、
〇
二
五

八
九
六

一
、
〇
三
八

一
、
〇
二
三

一
、
〇
三
一

一
、
〇
三
五

一
、
〇
三
五

一
、
〇
三
七

一
、
〇
二
九

一
、
〇
三
一

一
、
〇
二
八

一
、
〇
三
八

五
一
七

一
、
〇
三
七

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

九
九
八

一
、
〇
〇
〇

九
〇
二

八
三
三

九
七
四

四
二
五

三
五
一

五
三
二

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

八
四
六

一
、
〇
〇
〇

二
八
七

一
、
〇
〇
〇

九
〇
七

六
五
二

六
七
四

一
一
〇

一
、
〇
〇
〇



 

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2131号　平成22年２月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

六
六

六
七

六
八

六
九

七
八

八
一

八
六

一
〇
八

一
一
八

一
二
八

一
二
九

一
三
〇

一
四
九

一
五
〇

一
五
三

一
五
四

一
五
五

一
五
九

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
三
二

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
三
三

一
、
〇
三
一

九
九
七

一
、
〇
二
八

一
、
〇
三
五

一
、
〇
三
二

一
、
〇
三
八

一
、
〇
二
四

一
、
〇
二
三

一
、
〇
二
五

一
、
〇
二
六

一
、
〇
三
七

一
、
〇
二
三

一
、
〇
三
二

一
、
〇
二
三

一
、
〇
三
二

二
二
八

三
二
四

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

九
〇
〇

八
一
六

一
、
〇
〇
〇

八
九
八

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

九
八
七

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

五
一
四

一
、
〇
〇
〇

三
二
六

一
、
〇
〇
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
六
〇

一
六
一

一
七
九

一
八
二

一
八
三

二
〇
九

二
一
〇

二
四
〇

二
五
三

二
五
七

二
五
八

二
六
七

二
六
八

二
六
九

二
七
〇

二
七
四

二
八
〇

二
八
一

三
〇
〇

三
〇
一

三
二
四

三
五
六

三
六
四

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
、
〇
三
九

一
、
〇
二
九

一
、
〇
三
〇

九
三
八

一
、
〇
二
一

八
〇
七

一
、
〇
四
四

一
、
〇
二
四

一
、
〇
三
二

一
、
〇
三
七

一
、
〇
二
四

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
三
四

一
、
〇
三
〇

一
、
〇
三
一

一
、
〇
三
六

九
七
五

七
六
四

一
、
〇
二
四

九
三
九

一
、
〇
二
六

五
二
七

三
一
六

一
、
〇
〇
〇

一
六
二

一
、
〇
〇
〇

六
三
九

一
、
〇
〇
〇

七
五
五

一
、
〇
〇
〇

一
三
三

四
四
九

一
、
〇
〇
〇

九
八
四

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

九
〇
〇

一
六
七

四
〇
一

九
二
〇

六
九
〇

五
一
五

二
二
〇

同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同富
天
神
前

同同同同同同同同同同同同同

三
八
七－

一

三
九
三

三
九
六

三－

一

一
四

一
五

一
六

一
七

一
八

一
九

三
八

五
五

六
〇

六
二

六
六

六
九

七
二

同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同

七
五
八

一
、
五
一
五

一
、
二
一
四

一
〇
六

五
二
〇

五
〇
四

五
一
九

四
三
一

五
二
二

五
二
〇

五
三
四

五
一
七

五
一
八

五
一
五

五
〇
四

六
五
九

五
二
九

七
五
一

一
、
四
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

六
四

四
四
六

五
〇
〇

五
〇
〇

一
一
四

五
〇
〇

四
二
五

一
七
七

五
〇
〇

五
〇
〇

二
一
五

一
五
四

一
一
〇

五
〇
〇

同同同同同同同同同

同同同同同同同同同

同同同同同同富
大
袋
道

同同

七
八

八
五

九
一

一
一
七

一
二
四

一
六
二

二
六

三
三

四
〇－

四

同同同同同同同同同

同同同同同同同同同

五
二
二

五
三
二

五
二
六

五
二
九

四
〇
一

五
一
三

一
、
三
一
九

一
、
二
二
八

一
二
一

一
七
三

一
三
一

一
七
六

二
五
五

二
四
三

三
一
三

二
七
八

一
、
一
二
二

二
〇

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

塩
竈
市
玉
川
三
丁
目
四
番
十
六
、
四
番
十
八
、
四
番
二

十
、
九
番
一
、
九
番
四
、
九
番
六
、
九
番
七
、
九
番
八
、

四
十
六
番
六
及
び
五
十
四
番
十
一

　

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
二
丁
目
一－

二
十



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
中
央
装
置
及
び
端
末
機
器
保
守
点
検
業
務　

一
式

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４　

履
行
場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
ほ
か
端
末
機
器
設
置

箇
所

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
本
入
札
に
係
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。  

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持

つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い

う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（5）　 平成22年２月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2131号　　 

 

株
式
会
社
エ
ス
ケ
ー
店
舗
開
発　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
下
郡
字
横
捲
二
十
二
番
二
、
二
十

三
番
一
及
び
二
十
四
番
並
び
に
二
十
四
番
地
先
水
路
の
一

部
　

角
田
市
角
田
幸
町
三
番
地

 

有
限
会
社
若
木
商
会　
　
　
　
　



�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

交
通
管
制
設
備
保
守
業
務
又
は
交
通
管
制
中
央
装
置
工
事
を
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
、
誠
実
に
履
行
し
た

実
績
を
有
す
る
こ
と
。

９　

当
該
機
器
に
対
し
速
や
か
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　
　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調

達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九

八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平

成
二
十
二
年
三
月
五
日
（
金
）、
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　

〒
九
八
〇－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二－
二
二
一－

七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日
（
金
）、
午
後
五
時
ま
で

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
に

必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
（
水
）、
午
後
五
時
ま
で

�
　

場
所　

１
に
同
じ

�
　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「
入
札
書
在
中
」
の
旨
を

朱
書
き
し
、
中
封
筒
に
「
入
札
者
の
法
人
名
等
」、「
入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
」
及
び
「
開
札
日
」
を
記

載
し
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。

　
　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
到
達
し
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
（
木
）、
午
前
十
時

�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
三
階
三
〇
二
会
議
室

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
四
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

六　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業

者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を

入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
年
度
当
初
か
ら
業
務
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
地
方
自
治
法
及
び

同
法
施
行
令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対
象
業
務
と
し
て
、
年
度
開
始
（
歳
出
予
算
成
立
）
前
に

契
約
手
続
き
を
進
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
達
案
件
に
係
る
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き
は
、
入

札
の
中
止
や
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

S
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

交
通
信
号
機
制
御
機
等
保
守
点
検
業
務　

一
式

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
内
一
円

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
本
入
札
に
係
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。  

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。  

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持

つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い

う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

交
通
信
号
機
保
守
業
務
又
は
交
通
信
号
機
設
置
工
事
を
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
、
誠
実
に
履
行
し
た
実
績

（7）　 平成22年２月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2131号　　 



を
有
す
る
こ
と
。

９　

当
該
機
器
に
対
し
速
や
か
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　
　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調

達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九

八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平

成
二
十
二
年
三
月
五
日
（
金
）、
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　

〒
九
八
〇－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二－

二
二
一－

七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日
（
金
）、
午
後
五
時
ま
で

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
に

必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
（
水
）、
午
後
五
時
ま
で

�
　

場
所　

１
に
同
じ

�
　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「
入
札
書
在
中
」
の
旨
を

朱
書
き
し
、
中
封
筒
に
「
入
札
者
の
法
人
名
等
」、「
入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
」
及
び
「
開
札
日
」
を
記

載
し
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。

　
　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
到
達
し
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
（
木
）、
午
前
十
一
時

�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
三
階
三
〇
二
会
議
室

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
四
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

六　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業

者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を

入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
年
度
当
初
か
ら
業
務
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
地
方
自
治
法
及
び

同
法
施
行
令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対
象
業
務
と
し
て
、
年
度
開
始
（
歳
出
予
算
成
立
）
前
に

契
約
手
続
き
を
進
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
達
案
件
に
係
る
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き
は
、
入

札
の
中
止
や
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要
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病

院

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者　
　

木　
　

村　
　

時　
　

久　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

１　

調
達
物
品
及
び
数
量　

生
体
情
報
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム　

一
式

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３　

納
入
期
限　

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
名
取
市
愛
島
塩
手
字
野
田
山
四
十
七－

一
）

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２　

１
以
外
の
者
で
入
札
書
提
出
時
ま
で
に
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

３　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（ 
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。） 

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更

生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

７　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
に
宮
城
県
に
お
い
て
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ

と
。

８　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
措
置
要
件

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業

者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇
宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
二
年
三
月
五
日　

午
後
五

時
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
等
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限
等

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合

わ
せ
先

　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
病
院
局
県
立
病
院
課
予
算
経
営
班
（
担
当　

菊
池　

直
実　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
六
八
三
）

２　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
平
成
二
十

二
年
三
月
十
一
日
ま
で
１
あ
て
必
着
の
こ
と
。

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

　
　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
ま
で
に
必
要
書

類
を
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当

該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

入
札
書
の
提
出
期
限　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
入

札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
付
書
留
郵

便
に
て
提
出
期
限
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開

札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
午
前
十
時　

病
院
局
会
議
室
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
十
二
階
）

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
四
の
３
の
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

（9）　 平成22年２月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2131号　　 



六　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

４　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た

金
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者

で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入

札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

５　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
業
務
を
履
行
で
き
る
と
病
院
事
業
管
理
者
が
判
断
し
た
入
札
者
で

あ
っ
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要
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    3  

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

第
三
二
六
回
宮
城
県
議
会
議
案
（
追
加
提
出
分
）
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て

　

２　

県
立
特
別
支
援
学
校
教
育
環
境
整
備
計
画
に
つ
い
て

　

３　

宮
城
県
図
書
館
協
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

４　

宮
城
県
社
会
教
育
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）
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